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　新年を迎え謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は皆様には、組合の活動に格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。
　2019年を振り返りますと、5 月 1 日に新天皇が即位され、“明日への希望と共に、日本人 1 人ひとりが大きな花
を咲かせる”との願いを込め、新年号「令和」の時代が始まりました。私たちの生活に影響のある出来事としては、
10月に10％への消費増税が実施されました。又、大型台風・記録的豪雨などの自然災害に見舞われ、想定外の事
態で社会システムや事業の一部の機能が停止しても、「全体としての機能を速やかに回復できるしなやかな強靭さ」
を持つレジリエンス（復元力・回復力）やBCP（事業継続計画）などのリスクに対する備えの重要性が声高に言
われました。
　2020年の干支は「庚子（かのえね･こうし）」になります。この干支「庚子」を人間や組織に当てはめると「庚」は、
完成した個人・組織から不要な価値観をそぎ落とし、新しい環境へ対応する体制を整える年となり、「子」は、個
人は自分の軸となる価値観をしっかり持つ、組織は新たな局面に対応できる人材の育成・活用に取り組む年とな
ります。過去の成果から引き継ぐべきものを維持しつつ、新たな環境や局面に向けて体制を整えていく年である
と示唆しています。
［ 2020年以降の大変革期を迎えた木材 住宅業界の主要課題 ］
　足下の業界環境は、消費増税の影響により緩やかな下降局面となり、本年は潮目も変わり、先の見えない不確
実性の高い転換期を迎えています。
　①　非住宅分野の木造化・木質化による新たな需要創造（合法木材・JASの普及促進）
　②　新ビジネスとして中古住宅流通とリフォームを鍵とする住宅ストックの循環システムの確立
　③　住宅・建築物の省エネ化の推進（改正建築物省エネ法対応・ZEＨモデルプランづくり）
　④　政府による住宅建設の促進施策（次世代住宅ポイント･住宅ローン減税拡充･すまい給付金）の活用
　⑤　民法改正対応－ 4 月 1 日施行、瑕疵担保責任から契約不適合責任へ(施主の権利拡大)
⑥　「働き方改革」への対応 － 猶予されていた中小企業にも順次摘要。更なる生産性の向上と効率化と経営の安
定と持続的成長の為の具体化

⑦　物流コスト高への対応 － ドライバー不足の深刻化、「標準貨物自動車運転約款」を順守した物流体制を構築
し、更なるホワイト物流の推進

　⑧　その他
　組合としては、本年を「新たな木造建築のステージづくり元年」と位置づけ、地域のネットワーク（地域創生）
を発揮し、新たな需要の創造に向けて、非住宅分野の木造化・木質化の普及・ＰＲ活動等を進めます。その具体
策の柱として、愛知建築士会、愛知県木材組合連合会が中心となり産・官・学が一体となって「環境都市実現の
ための木造化・木質化推進 あいち協議会」を立ち上げます。2月19日には“設立記念シンポジウム並びに設立総会”
を開催し、新築住宅需要と並ぶ新たな柱として、非住宅分野の木造化・木質化の“新しい需要創造の道”を切り開
いて参ります。
　易経・繋辞上伝（けいじじょうでん）に“ 一陰一陽これを道と謂う ”教えがあります。易経では、例えば表（陽）
があれば裏（陰）があるように物事には必ず陰と陽の両極があると考えます。陰陽は、相反しながらも助け合い、
反発し合いながらも交わり合い発展成長し、陰陽の作用によるその働きを“道”と言います。陰陽が交わり統合さ
れる事によって途轍もなく大きなエネルギ－を発し、万象を生み出す源になるという教えです。私は循環型・低
炭素社会の形成という目的を一として、産･官･学の陰陽が時に相反しながらも助け合うことで、はじめて“新しい
需要創造の道”が開けると考えます。
   新たな需要創造と既存住宅などの新ビジネスの息吹、兆しを感じ取り、大きな転換点にいる中で、本年を業界
の春が訪れる“ 一陽来復 ”（易経･地雷復）の年とします。本年が皆様にとって素晴らしい1年になりますことを
祈念して新年のご挨拶とさせて頂きます。

２０２０年 新年の干支 「庚子（かのえね･こうし）」に思う
“ 一陽来復 ”の年とし、 新たな需要創造 （非住宅分野の木造化･木質化） と

既存住宅等の新ビジネスの取り組みを！！
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年頭のごあいさつ

名古屋木材組合　　　
組合長　西垣　洋一
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年頭のごあいさつ

名古屋港木材産業協同組合
理事長　服部　伸一

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は名古屋港木材産業協同組合の活動にご理解ご協力をいただき

ありがとうございました。

　さて昨年の日本経済は米中貿易戦争の影響もあり外需が不振で内需にも

力強さは感じられず、低空飛行の状態が続きました。

　また、労働力不足は全業種で非常に深刻になっており、特に中小企業で

は人手不足によって事業継続が困難になるケースも目に付くようになって

います。西部港木材団地におきましても、在勤者が少しでも働きやすい環

境となるよう名古屋港管理組合や飛島村、弥富市に対して一歩ずつではご

ざいますが要望活動を行っていきたいと考えております。

　また2020年度中にはいよいよ名古屋第二環状自動車道（名二環）の名古

屋西JCT～飛島JCTが開通する予定で、名古屋駅や小牧方面への道路アク

セスの利便性は大きく向上します。

　企業経営にとって難しい時代ではありますが立地企業の皆様にとって新

しい年が良い一年となりますように祈念申し上げ新年のあいさつとさせて

いただきます。



令和2年1月15日発行

西 垣 洋 一 服 部 伸 一

　蟹江警察署管内で、市役所職員を名乗る男から「医療費の還付金があります。
手続きをするにはキャッシュカードを新しくしないといけない。」との電話があり
その後金融機関職員を名乗る人物がキャッシュカードを騙し取りにきます。

還付金詐欺に注意 !

・ 金融機関職員、役所の職員がキャッシュカードを預かることはありません。
・ 暗証番号は絶対に他人に教えないようにしましょう。
・ 電話の相手がお金の話しをしたら、一度電話を切り、家族等に相談しましょう。

【防犯上の注意点】

◆ 広告コーナー

　名古屋港西部臨海地帯企業連絡協議会及び西部臨海工業地帯防犯協会（共に会長は服部伸一木産協理事長）
は、令和元年12月13日（金）に弥富市役所で市長との懇談会が開催され、弥富ふ頭内で夜間にローリング族
が横行しているので暴走できないような対策を警察署や名古屋港管理
組合に要請して頂くことや、街路樹の剪定や道路を突き破ってくる木
の根の除去をお願いしました。
　また12月20日（金）には飛島村公民館分館で飛島村長を始め国土交
通省名古屋国道事務所、蟹江警察署、名古屋港管理組合の方々との懇
談会が開催され、ゴミ収集においてカラス対策やごみの散乱防止対策、
バス停の改修、梅之郷の渋滞解消対策、名古屋税関西部出張所前の歩
行者信号の設置などについて話し合われました。（詳細はまた別途報告
します。）

名古屋港西部臨海地帯の環境改善と安全のために懇談会を開催名古屋港西部臨海地帯の環境改善と安全のために懇談会を開催

飛島村臨港地区連絡協議会との懇談会




